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１ 日本農業の構造改革と担い手

■農地利用・所有、生産の担い手にかかわる議論

国際競争力、強い農業経営の育成を進める立場から、様々

な問題提起や提言がなされている

１）農地法の改正 （耕作放棄地の増大への対処、効率的な

農地利用の観点から）

２）農業を担う人材の育成

■構造改革を進める改革派、批判派，どちらにも属さないグ
ループなどがあって、絶えず対立的な論争になっている。た
だ、最近は、生産条件が急速に変化して、改革が避けられな
いとの認識が高まっている
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質問：担い手は誰か？

■農地をもっている人（組織）だけが、担い手、だと考
えられか？

■農業の担い手となる要件、どのようなものが必要
か？

ファクトブックは、明確に示しているか？
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２ 担い手は誰か？
政策と議論の経緯

■戦後は自作農主義から出発

〇戦前の地主制がもたらした社会的弊害の反省

〇戦後に農地改革が実施。零細農家による農地耕作と農地
所有の一致させた。地主・小作関係が解消されて，耕作者主
義にもとづく農地所有が確立

■耕作者主義、耕作適格主義へ

〇自ら耕作する者だけが農地の権利取得できる（田代）

〇効率的な利用を行う者に農地の権利取得を認める。耕作

する以上は，所有権，賃借権などの権利をもつ

（生源寺）
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流れは耕作適格主義だが、政治
的にとまってしまうことがあった



現在の担い手の選択

■既存の農業者・組織に加え，若年農業者、新規参入者、

株式会社、農業生産法人、企業による参入を促す

■集落営農による農業・農村の再編が進んでいる

耕作放棄を防ぎ、農地を面的に一元化していく役割を中心
に担い手を考える

■農地法を改正し、担い手が農業をしやすい環境を整える
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最重要な課題：農地法の改正、農業参入規制の緩和だとの認識
＝＞賛否両論あるが、農地法を改正して、農地の有効利用をはか

るべき、との意見が強まっている
（農地法の改正については、この後に詳しく説明する）



３ 経営の零細性の実態

■都府県の零細性が際立っている。農業経営体のうち、10ha
以上は2.0%。1ha未満が56.1%を占める

都府県と北海道の
違いに注意

経営耕地面積別農業経営体数の割合
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農業経営組織別にみた農産物販売代金額規模別農業経営体数

〇稲作は販売金額が小さく、
大部分が100万円未満
〇施設型農業で販売金額が
大きい経営体の割合が高い。
特に酪農、肉用牛



8

（参考）広島県の農業耕地面積規模別農業経営体の特徴
＝＞全国に比べて零細規模の経営の割合が高い
＝＞経営規模の大きな経営体数が伸びているのが特徴

（資料）広島県作成
http://toukei.pref.hiroshima.lg.jp/data/tea/tea01-210.pdf



零細規模の生産が抱える問題

■経営規模の零細性

規模の経済性、が働きにくい

■規模の経済が働くと、規模拡大によって、高い効率をもつ技

術の導入が可能になる

＝＞生産物当たりの費用が逓減する効果

技術革新の可能性 9

図 収穫機械によるコストと収穫
労働時間

S；カマ、M;中型農業機械、
L;大型コンバイン



零細性のなかの農業経営の選択

 日本には、労働力よりも資本が豊富にあるので、労働節約
的な技術を採用し、資本集約型の経営を追求すること

土地利用型農業の発展には制約

１）単収を増加させて、平均費用線を下方にシフト

２）農業の規模拡大のための

土地の集積

 施設型農業の選択も有効

ハウス栽培、畜舎型酪農、

養鶏、養豚などは、経営規模

が大きくなっている

土地利用型農業の成
長はどこまで可能か？



■効率的かつ安定的な農業経営を育成し，これらの農業経営
が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立

■担い手育成のための条件整備

（１）農業を専業的に営む者のための条件整備

（２）家族経営の法人化（1戸１法人）

（３）農地の確保と有効利用

（４）能力のある専業農業者を認定農業者に

（５）農業経営，法人，農業サービス事業体などに加え，

集落営農組織も担い手とする

（６）集落営農組織化（法人化含む）の奨励

（７）企業参入の促進

４ 選択と集中にもとづく担い手育成

(注）選択と集中とは何か？
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５ 認定農業者制度について

■構造改革の課題に応える認定農業者

〇認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が経営
発展を図るため、５年後の経営改善目標を記載した農業経営改善計画を
作成し、市町村が認定する制度。

〇同計画の認定を受けると、(株)日本政策金融公庫からの低利融資のほ

か、経営安定のための交付金を農用地・農業用機械等を取得するために
積み立てた場合に損金算入できる等の税制特例等を措置。

都道府県
基本方針（１０年計画）
効率的・安定的な農業経営
の指標

市町村
基本構想（１０年計画）
効率的・安定的な農業経営
の指標

農業者
農業経営改善計画（５年計画）
経営規模の拡大，生産方式の合理化，
経営管理の合理化，農業従事の態様の改善



（参考１）農業経営基盤経営強化促進法

■目的

・・・・・農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、
効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の
相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんが
み、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするととも
に、その目標に向けて農業経 営の改善を計画的に進めようとする農業者に

対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他
の農業経営基盤の強化を促進するための措置 を総合的に講ずることによ
り、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。

■ 次のURLを参照

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO065.html
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（参考2） 認定農業者の必要要件

■認定基準(市町村による認定をうけるための要件)
１）計画が市町村基本構想に照らして適切であること

２）計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること

３）計画達成が確実であること

■認定の手続き

市町村に「農業経営改善計画書」を提出

１）経営規模の拡大に関する目標

２）生産方式の合理化の目標

３）経営管理の合理化の目標（複式簿記での記帳等）

４）農業従事の態様の改善目標（休日制の導入等）
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（資料）農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/nintei_gaiyou_tx.html
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表 認定農業者数内訳

〇認定農業者数は減少している。
〇減少した背景には、平成24年度に計画期間（5年間）が終了した者
のうち、再認定申請を行う者が74％程度にとどまるなど、高齢化等を
背景に再認定申請を行わなかった者が増加した。
〇一方、認定農業者のうち法人の数は、前年と比べて943法人増加
し、1万6,679法人となっています。
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認定農業者
といえども高
齢化している



６ 構造改革の焦点：一般法人の農業参入の動き

１）参入規制の緩和、他産業・異分野の農業参入の促進

２）株式会社，株式会社形態の農業生産法人による農業参入
の容認

３）農地の転用期待の徹底した排除

４）計画的で合理的な土地利用計画の確立

５）農地の利用状況に対する監視による事後規制の強化

高橋大輔「農地制度改革をめぐる近年の議論について」 より

■田代洋一による批判

財界による農地取得を目的としたもので，「転用規制強化
論，土地利用計画論，事後規制論」は現実実がない

田代洋一 「戦後農政の総決算」の構図，筑波書房
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一般法人の参入をめぐる論点 （ファクトブック p.38)

■支持する意見

１）農外から技術，資本，経営の専門知識を取り入れる

２）経営と所有を分離，経営リスクを株主と経営者で分担

３）農業企業内での分担関係

４）経営の多角化に対応，変動リスクを軽減，etc.

■反対する意見

１）株式会社の農地取得は，耕作者主義をだめにする

２）土地利用規制が働いていないので，転用・投資を防ぎようがない

３）株式会社による農業経営は，これまで育成してきた先進的の家族農業
経営を駆逐しかねない

４）長い歴史のなかで継承されてきた農地は，短期的利益をもとめる株式
会社にはなじまない, etc.
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((
（資料）農林水産省（次ページも同様）







（課題）食品関連企業の農業参入

１ 最近の食品関連企業の農業参入の動きを
検索し、その動向を整理しなさい

２ 参入の動機とは何か？

３ 日本の農業生産・流通を変革する力になる
か？


